
新型コロナウイルス
感染症対策臨時号MINATO CITY

令和2年
（2020年）4.1

☎3578–2111㈹
ＦＡＸ 3578–2539（防災課）

https://www.city.minato.tokyo.jp

発行／港区　発行部数165，000部　編集／防災課　〒105－8511　港区芝公園1－5－25

新型コロナウイルスの集団発生防止に
　　　　　　　　　　　ご協力お願いします

防災課危機管理担当 ☎3578－2515
みなとコール（受付時間：午前8時～午後8時（年中無休）） ☎5472－3710問い合わせ

出典：首相官邸ホームページより

　都内では、新型コロナウイルスの感染者が急増しています。感染者の爆発的増加を防ぐために、区民
の皆さん一人一人の危機意識を持った行動が重要です。
　◆不要不急の外出は控えてください。
　◆「密閉空間」「密集場所」「密接場面」は避けてください。
　◆�海外から帰国された人で、国が指定している地域に滞在していた人は、帰国した日から14日間の
外出自粛の遵守をお願いします。

　感染拡大を防ぐために、手洗い等の感染症対策を行い、人と人との接触をできる限り絶つ努力をして
ください。
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　区は、毎日、新型コロナウイルス
感染症に関する情報を港区ホームペ
ージに掲載しています。画面右下に
表示されている「相談チャット」は、
新型コロナウイルスに関する質問に
お答えします。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区は、子ども
の保育・教育をはじめ、福祉の観点から休館や休止をすべきで
ない一部施設および事業を除き、区有施設（区民センター、い
きいきプラザ等）の臨時休館・事業の休止を決定しました。
　施設の休館・事業の休止状況については、みなとコールにお
問い合わせいただくか、港区ホームページをご覧ください。
休止期間　3月28日（土）～4月12日（日）

出典：首相官邸ホームページより

区有施設の臨時休館・
事業の休止に関するお知らせ

最新情報は
港区ホームページを
ご覧ください

防災課危機管理担当 ☎3578－2515
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ
二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、港区ホームページを
ご覧いただけます。


